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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＷＤＭ光通信ネットワーク上で伝送されるデータに対して確立された誤り件数を維持す
る方法であって、
　該ネットワークの複数のチャネルの１つで送信機から受信機へ伝送されるデータに関連
する、前の間隔のＦＥＣ誤り件数を取得するステップと、
　該前の間隔のＦＥＣ誤り件数を、該チャネルと関連する基準誤り件数と比較するステッ
プと、
　前記前の間隔のＦＥＣ誤り件数と前記基準誤り件数との間の差に応じて、前記チャネル
に関連の複数の異なる動作パラメータの１つを調整し、ここで該複数の異なる動作パラメ
ータはチャネルプリエンファシスパラメータ、前記送信機の少なくとも１つの動作パラメ
ータ及び前記受信機の少なくとも１つの動作パラメータを含んでおり、
　前記チャネルに関連する該複数の異なる動作パラメータの各々を調節すべく、該取得す
るステップと該比較するステップと該調節するステップとを、自動的に反復するステップ
とからなり、
　該複数の異なるパラメータの各々は周期的に異なる時刻で調整されている方法。
【請求項２】
　前の間隔のＦＥＣ誤り件数は、前の１５分のＦＥＣ誤り件数報告の間隔に対するもので
あることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　各定期調整に対する該基準誤り件数が、該定期調整の先の１つに対する該前のＦＥＣ誤
り件数を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　該複数の動作パラメータは、該データの送信機に関連する送信機動作パラメータを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　複数の動作パラメータは、波長、ＲＺ係数、位相変調量、および位相角を含むことを特
徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　該複数の動作パラメータの１つは波長を含み、該反復ステップは、ＲＺ係数、位相変調
量、次いで位相角を、順序どおりに調整するために、該取得するステップ、該比較するス
テップ、および該調整するステップを反復するステップを含むことを特徴とする請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　該複数の動作パラメータは、該データの受信機に関連する受信機動作パラメータを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　該複数の動作パラメータは、ＣＤＲサンプリング位相、制限振幅閾値、およびＣＤＲ判
定閾値を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　該複数の動作パラメータの１つはＣＤＲサンプリング位相を含み、該反復ステップは、
制限増幅閾値、次いでＣＤＲ判定閾値を順序どおりに調整するために、該取得するステッ
プ、該比較するステップ、および該調節するステップを反復するステップを含むことを特
徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　該複数の動作パラメータは、該データを表す信号の伝達振幅を含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　該反復するステップは、該複数のチャネルのそれぞれについて、該複数の該動作パラメ
ータのそれぞれを自動的に調整するために、該取得するステップ、該比較するステップ、
および該調節するステップを反復するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　ＷＤＭ光通信ネットワーク上を伝送されるデータに対して確立された誤り件数を維持す
る方法を、コンピュータ・システムに実行させる内容を記録する機械読取可能媒体であっ
て、該方法が、
　該ネットワークの複数のチャネルの１つのチャネルで送信機から受信機へ伝送されるデ
ータに関連する前の間隔のＦＥＣ誤り件数を収得するステップと、
　該前の間隔のＦＥＣ誤り件数を、該チャネルと関連する基準誤り件数と比較するステッ
プと、
　前記前の間隔のＦＥＣ誤り件数と前記基準誤り件数との間の差に応じて、前記チャネル
に関連の複数の異なる動作パラメータの１つを調整し、ここで該複数の異なる動作パラメ
ータはチャネルプリエンファシスパラメータ、前記送信機の少なくとも１つの動作パラメ
ータ及び前記受信機の少なくとも１つの動作パラメータを含んでおり、
　前記チャネルに関連する該複数の異なる動作パラメータの各々を調節すべく、該取得す
るステップ、および該調節するステップを自動的に反復するステップとからなり、
　該複数の異なるパラメータの各々は周期的に異なる時刻で調節されている、機械読取可
能媒体。
【請求項１３】
　該前の間隔のＦＥＣ誤り件数は、前の１５分のＦＥＣ誤り件数報告間隔に対するもので
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あることを特徴とする請求項１２に記載の機械読取可能媒体。
【請求項１４】
　それぞれの定期調整のための該基準誤り件数は、該定期調整の先の１つに対する該前の
ＦＥＣ誤り件数を含むことを特徴とする請求項１２に記載の機械読取可能媒体。
【請求項１５】
　該複数の動作パラメータは、該データの送信機に関連する送信機動作パラメータを含む
ことを特徴とする請求項１２に記載の機械読取可能媒体。
【請求項１６】
　該複数の動作パラメータは、波長、ＲＺ係数、位相変調量、および位相角を含むことを
特徴とする請求項１５に記載の機械読取可能媒体。
【請求項１７】
　該複数の動作パラメータの１つは波長を含み、該反復するステップは、ＲＺ係数、位相
変調量、次いで位相角を順番に調整するために、該取得するステップ、該比較するステッ
プ、および該調整するステップを反復するステップを含むことを特徴とする請求項１６に
記載の機械読取可能媒体。
【請求項１８】
　該複数の動作パラメータは、該データの受信機に関連する受信機動作パラメータを含む
ことを特徴とする請求項１２に記載の機械読取可能媒体。
【請求項１９】
　該複数の動作パラメータは、ＣＤＲサンプリング位相、制限振幅閾値、およびＣＤＲ判
定閾値を含むことを特徴とする請求項１８に記載の機械読取可能媒体。
【請求項２０】
　該複数の動作パラメータの１つはＣＤＲサンプリング位相を含み、該反復するステップ
は、制限増幅閾値、次いでＣＤＲ判定閾値を順番に調節するために、該取得するステップ
、該比較するステップ、および該調整するステップを反復するステップを含むことを特徴
とする請求項１９に記載の機械読取可能媒体。
【請求項２１】
　該複数の動作パラメータは、該データを表す信号の伝達振幅を含むことを特徴とする請
求項１２に記載の機械読取可能媒体。
【請求項２２】
　該反復ステップが、該複数のチャネルのそれぞれについて、該複数の該動作パラメータ
のそれぞれを自動的に調節するために、該取得するステップ、該比較するステップ、およ
び該調整するステップを反復するステップを含むことを特徴とする請求項１２に記載の機
械読取可能媒体。
【請求項２３】
　ＷＤＭ光通信ネットワーク上を伝送されるデータに対して確立された誤り件数を維持す
る方法であって、
　該ネットワークの複数のチャネルのそれぞれに関連する前の間隔のＦＥＣ誤り件数を取
得するステップと、
　前記複数のチャネルのうちの一のチャネルであって該複数のチャネルのうちの他のチャ
ネルと比較して、該前の間隔のＦＥＣ誤り件数値の内の最高値を有する一のチャネルを特
定するステップと、
　前記前の間隔のＦＥＣ誤り件数と所定の基準誤り件数との間の差に応じ、該特定された
一のチャネルと関連する動作パラメータを調節するステップと、
　該取得するステップ、該比較するステップ、および該調節するステップを自動的に反復
するステップとからなることを特徴とする含む方法。
【請求項２４】
　該動作パラメータは、該チャネルの該１つで伝送されるデータを表わす信号の伝送振幅
を含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
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　該前の間隔のＦＥＣ誤り件数は、前の１５分－ＦＥＣ誤り件数報告間隔に対するもので
あることを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　該方法はさらに、該前の間隔のＦＥＣ誤り件数値の該最高値と基準誤り件数とを比較す
るステップをさらに含み、そして該調整するステップは、該比較に応答して該チャネルの
該１つに関連する該動作パラメータを調整するステップを含むことを特徴とする請求項２
３に記載の方法。
【請求項２７】
　それぞれの定期調整のための該基準誤り件数は、該定期調整の先の１つに対する該前の
間隔のＦＥＣ誤り件数値の該最高値を含むことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　ＷＤＭ光通信ネットワーク上を伝送するデータの確立された誤り件数を維持する方法を
、コンピュータ・システムに実行させる内容を記録する機械読取可能媒体であって、該方
法が、
　該ネットワークの複数のチャネルのそれぞれに関連する前の間隔のＦＥＣ誤り件数を取
得するステップと、
　前記複数のチャネルのうちの一のチャネルであって該複数のチャネルのうちの他のチャ
ネルと比較して、該前の間隔のＦＥＣ誤り件数値の最高値を有する一のチャネルを特定す
るステップと、
　前記前の間隔のＦＥＣ誤り件数と所定の基準誤り件数との間の差に応じ、該一のチャネ
ルと関連する動作パラメータを調整するステップと、
　該取得するステップ、該比較するステップ、および該調整するステップを、自動的に反
復するステップとからなることを特徴とする、機械読取可能媒体。
【請求項２９】
　該動作パラメータは、該チャネルの該１つで伝送されるデータを表わす信号の伝送振幅
を含むことを特徴とする請求項２８に記載の機械読取可能媒体。
【請求項３０】
　該前の間隔のＦＥＣ誤り件数は、前の１５分－ＦＥＣ誤り件数報告間隔に対するもので
あることを特徴とする請求項２８に記載の機械読取可能媒体。
【請求項３１】
　該方法はさらに、該前の間隔のＦＥＣ誤り件数値の該最高値と、基準誤り件数とを比較
するステップをさらに含み、該調整するステップは、前記比較に応答して該チャネルの該
１つに関連する該動作パラメータを調整するステップを含むことを特徴とする請求項２８
に記載の機械読取可能媒体。
【請求項３２】
　それぞれの定期調整のための該基準誤り件数は、該定期調整の先の１つに対する、該前
の間隔のＦＥＣ誤り件数値の該最高値を含むことを特徴とする請求項３１に記載の機械読
取可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は一般的には通信ネットワークに関する。さらに具体的には、本発明は光通信シス
テムの自動最適化のシステムと方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
「海底（underseaまたはsubmarine）」システムなどの長距離通信システムの容量は、急
速に増大している。例えば、光学増幅式の長距離海底通信システムの中には、単一の光チ
ャネルで毎秒１０ギガビット（Ｇｂｐｓ）以上の速度で情報の転送が可能なものがある。
光ファイバ・ネットワークの伝送容量を最大化するために、波長分割多重伝送方式と呼ば
れる方法では、一本のファイバが複数の光チャネルを延長する。例えば、一本の光ファイ
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バが、１５４０から１５６４．８ナノメータの間の光ファイバの低損失ウインドに均一に
拡散（すなわち０．４ナノメータ中心のチャネルに拡散）した対応する波長の、個別の光
チャネルで６４の個別の光信号を搬送することもある。
【０００３】
しかしながら、長距離通信システムでは、信号が移動しなければならない距離（一般的に
は600～12000ｋｍ）が比較的長いことを考えると、特に減衰、ノイズおよびパルスひずみ
の問題が生じやすい。これらの影響はデータ転送エラーとして表面化することがある。し
かしながら、すべての通信システムの効率は、そのシステムでデータを送信および受信す
るときの信頼性に直接依存する。
【０００４】
伝送信号に対する有害な影響は、いかなる通信システムからも完全には除去できないこと
を考慮した結果、長距離システムでとられた問題解決手法は、そのような悪影響に対する
事前補償または事後補償を提供することであった。例えば、送信機および受信機において
色差分光補償（chromatic dispersion compensation）をして、光ファイバ上での異なる
波長による移動速度差を補償することは知られている。線路減衰に対処するために、伝送
光信号は一般にプリエンファシスと呼ばれる方法を用いて信号強度を変えて伝送してもよ
い。この他にも、当業者に周知の事前および事後補償の技術がある。
【０００５】
しかしながら、このような補償技術の難点は、その実装が煩雑で、時間がかかり、高価か
つ非効率であることである。通信システムは、その上で伝送される光信号が受けるひずみ
効果の点でそれぞれ固有である。径間長、増幅器構成、チャネル・カウント、伝送速度な
ど、これらすべてが信号伝送に影響を及ぼし、システムによって変わる可能性がある。し
たがって、所与のシステムに対する事前および／または事後補償は、必然的に特有のシス
テム構成に基づいて実施される。このためには、システム特性の詳細な分析と、それぞれ
のチャネルに対して補償をするための照準を合わせた取り組みが必要である。
【０００６】
一般的には一旦システムが構築されると、システム性能のテストをすると共に、システム
性能を最適化するために、チャネル毎に手操作で補償の調整が行われる。調整作業は、調
整装置を手操作して、通常は一度に１チャネルずつ行われる。新規に構築されたシステム
に対しては、このような手操作でシステム性能を微調整する工程は、何週間あるいは何カ
月もかかることがある。また、一旦システムが稼動すると、伝送偏差および／またはシス
テム補償設定における変動に対応するために、通常は定期的にシステムの最適化を再実施
することが必要である。この最適化の再実施の工程も、やはり手操作で一時に１チャネル
ずつ実施しなくてはならない。
【０００７】
したがって、光通信システムのパラメータの容易かつ効率的な最適化を可能にする方法と
装置が実質的に必要とされていることが理解できる。
【０００８】
【発明の概要】
本発明の一態様によれば、ＷＤＭ光通信ネットワーク上で伝送されるデータに対して所定
の誤り件数を実質的に維持する方法が提供される。本方法は、ネットワークの複数のチャ
ネルの１つで伝送されるデータに関連する前の間隔の前方誤り訂正（Ｆorward Ｅrror Ｃ
orrection：ＦＥＣ）の誤り件数を取得するステップと、前の間隔のＦＥＣと、チャネル
に関連する基準誤り件数とを比較するステップと、比較に応答して、チャネルに関連する
複数の動作パラメータの１つを調整するステップと、取得、比較および調整のステップを
自動定期的に反復するステップとを含む。動作パラメータには、チャネル信号レベル、送
信機パラメータ、および／または受信機パラメータを含めることができる。その記憶内容
によって、コンピュータ・システムにこのような方法を実行させる、機械読取り可能媒体
も提供される。
【０００９】
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本発明の別の実施例によれば、ＷＤＭ光通信ネットワーク上で伝送されるデータに対して
所定の誤り件数を実質的に維持する別の方法は、ネットワークの複数のチャネルのそれぞ
れに関連する前の間隔のＦＥＣ誤り件数を取得するステップと、チャネルの他のものに比
較して、前の間隔のＦＥＣ誤り件数の内の最高随伴値を有する、チャネルの１つを特定す
るステップと、最高の誤り件数を有するチャネルに関連する動作パラメータを調整するス
テップと、取得、比較、調整するステップを自動定期的に反復するステップとを含む。そ
の記憶内容によって、コンピュータ・システムにこのような方法を実行させる、機械読取
り可能媒体も提供される。
本発明をよりよく理解するためには、以下の詳細な説明と共に、同番号は同部品を示す、
添付の図面を合わせ読むべきである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明と整合する、例示的な波長分割多重方式（Ｗavelength Ｄivision Ｍulti
plex：ＷＤＭ）伝送システム１００の簡略化したブロック図である。この伝送システムは
、複数の光チャネルを、送信端末１０３から１つまたは複数の遠隔地受信端末１０５まで
、１本の光情報チャネル１０８を介して伝送する働きをする。当業者であれば、システム
１００は、説明を簡単にするために大幅に簡略化したポイント・ツー・ポイント・システ
ムとして表現されていることを理解するであろう。例えば、送信端末１０３および受信端
末１０５は、もちろんのこと、双方をトランシーバとして構成してもよく、それによって
発信および受信機能を実行するように構成してもよい。しかしながら、説明を簡単にする
ために、端末は、この説明においては送信および受信機能にのみついて図示し、説明する
。したがって、本発明に合致するシステムと方法は、広範囲のネットワークの構成要素お
よび構成に組み入れることができることを理解されたい。本明細書で例示した実施例は説
明のために示したものにすぎず、限定しない。
【００１１】
この例示的な実施例においては、複数の送信機102-1、102-2、102-3、．．．、102-Nのそ
れぞれは、関連する入力ポート104-1、104-2、104-3、104-N上のデータ信号を受信し、関
連する波長λ１、λ２、λ３、．．．、λＮ上でデータ信号を送信する。もちろん送信機
は、説明を簡単にするために非常に簡単化して示してある。当業者であれば理解するであ
ろうように、各送信機には、関連する波長において所望の振幅と変調を与えたデータ信号
を送信するように構成した電子および光学式構成要素を含めてもよい。
【００１２】
伝送される波長またはチャネルは、それぞれ複数の経路106-1、106-2、106-3、106―N上
でそれぞれ搬送される。データ・チャネルはマルチプレクサまたはコンバイナ１１０によ
って、光学情報チャネル１０８上で１つの集合信号に結合される。光学情報チャネル１０
８には、光ファイバ導波路、光増幅器、光フィルタ、分散補償モジュール、およびその他
の能動および受動構成要素を含めることができる。
【００１３】
集合信号は、１つまたは複数の受信端末１０５において受信される。デマルチプレクサ１
１２が、伝送されたチャネルを、波長λ１、λ２、λ３、．．．λＮの、関連する受信機
116-1、116-2、116-3、116-Nに結合された、関連する経路114-1、114-2、114-3、114-Nに
分離する。システム要件に応じて、受信機は受信したチャネルからデータ信号を生成し、
そのデータ信号を関連する出力経路118-1、118-2、118-3、118-Nに提供してもよい。
【００１４】
図示した実施例においては、メインテナンス・プロセッサ（Ｍaintenace Ｐrocessor：Ｍ
Ｐ）１２０、１２２が各端末１０３、１０５に備えられている。各メインテナンス・プロ
セッサは、関連するユーザ・インタフェース（Ｕser Ｉnterface：ＵＩ）１２４、１２６
によって制御可能であり、このユーザ・インタフェースにはキーボード、ディスプレイな
どのユーザ入力装置を含めることができる。各端末用のユーザ・インタフェースは、端末
に対して局所的でもよいし、通信ネットワークによって端末に遠隔接続してもよい。
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【００１５】
メインテナンス・プロセッサの操作と機能は、当業者には理解されるであろう。例えば、
端末１０３を参照して、メインテナンス・プロセッサは、各送信機の動作パラメータを制
御するように構成してもよい。送信機の制御可能な動作パラメータとしては、例えば波長
、振幅、ゼロ復帰（Ｒeturn-to-Ｚero：ＲＺ）係数、位相変調量および位相角がある。
【００１６】
受信端末１０５のメインテナンス・プロセッサ１２０は、各受信機の動作パラメータを制
御するように構成することができる。受信機における、制御可能な動作パラメータとして
は、例えばクロック・アンド・データ・リカバリ（Ｃlock and Ｄata Ｒecovery：ＣＤＲ
）サンプリング位相、制限増幅器閾値、およびＣＤＲ判定閾値などがある。端末１０３お
よび１０５がトランシーバとして構成される実施例においては、各端末のＭＰは、端末の
動作に応じて、送信動作パラメータおよび受信動作パラメータの両方を制御するように構
成することになる。当業者であれば、メインテナンス・プロセッサを図のように、各送信
機を制御する単一プロセッサとして構成することも、または各送信機に関連づけた個別プ
ロセッサとして構成することもできることも理解するであろう。さらに、メインテナンス
・プロセッサを、一方のプロセッサが他のプロセッサの動作を制御するマスタ／スレーブ
状態に配置することもできる。
【００１７】
一般に、本発明に合致するシステムおよび方法は、動作パラメータを送受信するシステム
の自動調整を介して自動システム最適化を提供する。システム動作パラメータの自動調整
は、メインテナンス・プロセッサによって実行するように適合させたソフトウェアによっ
て達成することができる。システムの実装と再配置に続いて、ユーザはユーザ・インタフ
ェースを介して設定調整を開始し、初期調整、ならびにシステム送信およびパラメータ受
信、およびプリエンファシス設定の最適化をさせることができる。また、システム動作中
に自動バックグラウンド調整を実行するようにシステムを構成することもできる。バック
グラウンド調整は、システム最適化を維持するように定期的に実行するように構成するこ
とによって、温度変動やシステム機能不全、損耗などの環境変化に起因するシステム性能
の変動に対応することができる。
【００１８】
本発明に一致して、システムに組み込まれたＦＥＣ技術によって生成される誤り件数を用
いることによって、自動最適化が達成できる。当業者であれば、ＦＥＣは本質的に、シス
テムの受信側でデータ誤りを検出かつ補正するために、データ・ストリーム中に適当な符
号を組み込むことであることを理解するであろう。送信機は、データ・ストリームを受信
し、そのデータ・ストリームをＦＥＣエンコーダを用いて符号化する。ＦＥＣエンコーダ
はデータ・ブロック毎の符号を生成し、この符号がデータ・ブロックに添付される。送信
機は、符号化したデータ・ブロックを、ネットワークを介して送信する。受信機は符号化
されたデータ・ブロックを受信し、それをＦＥＣデコータに通す。ＦＥＣデコータは、符
号を回復しそれを用いて、受信したデータ・ブロック内にある誤りを検出し、かつ補正す
る。ＦＥＣデコーダによって検出される誤りの数、すなわち誤り件数（Ｅerror Ｃount：
ＥＣ）が、システムのメインテナンス・プロセッサに報告される。
【００１９】
システム動作パラメータを最適化する、本発明に合致するシステムには、任意のＦＥＣ誤
り訂正符号を使用することができる。有用な誤り訂正符号としては、それに限定されるも
のではないが、ハミング符号、ＢＣＨ符号、ヴィテルビ符号、ゴレイ・ファイヤ符号、タ
ーボ符号、および連結符号などがある。もちろん、システムのハードウェアおよびソフト
ウェア構成は選択する符号に応じて変わることになる。
【００２０】
一般に本発明に合致するシステムは、ＦＥＣ符号からの誤り件数を監視すると共に、報告
される誤り件数を最小化するように動作パラメータを調整し、これによってシステムの最
適化を自動的に達成する。図２は、本発明に一致する方法の流れ図である。図に示すよう
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に、メインテナンス・プロセッサはＦＥＣ誤り件数２００を検査し、１つまたは複数の送
信機／受信機において動作パラメータの調整２０２を行わせる。パラメータ調整に続いて
、システムは誤り件数を再検査（２０４）し、システム誤りに対する調整の効果を判定す
るようにしてもよい。誤り件数の調整と検査の工程は、誤り件数が最小化されるまで反復
（２０６）してもよい。
【００２１】
一時に１つのパラメータだけを調整し、すべてのパラメータについて反復することによっ
て、動作パラメータ間の相互作用を最小化して、全体最適解を得ることができる。例えば
、チャネルのプリエンファシスは、最初に遠端ＦＥＣ誤り件数（far end FEC error coun
t）を用いて最適化してもよい。プリエンファシスは一般に、すべてのチャネル上で同等
のエンド・ツー・エンド性能を得る目的で、各チャネルの相対信号レベルを、他のチャネ
ルに対して調整するための方法に関する。
【００２２】
動作パラメータの伝送を次いで次の順序で調節してもよい。（１）波長、（２）ＲＺ係数
、（３）位相変調量、（４）位相角。動作パラメータの伝送は、遠端ＦＥＣ誤り件数を用
いて調節してもよい。次いで、動作パラメータの受信を次の順序で調節することができる
。（１）ＣＤＲサンプリング位相、（２）制限増幅閾値、（３）ＣＤＲ判定閾値。設定調
整に対しては、ＣＤＲサンプリング位相は、ＣＤＲ判定閾値の調整に続いて再び調整して
もよい。動作パラメータの受信は、近端ＦＥＣ誤り件数（near end FEC count）を用いて
調整することができる。当業者であれば、本発明に合致するシステムはもちろんのこと、
特定のパラメータの調整および／または特定の調整順序に限定されるものではないことを
理解するであろう。事実、調整されたパラメータと、調整の順序はシステムおよび／また
はユーザの要件に応じて変化させてもよい。
【００２３】
ここでも、本発明に合致するシステムまたは方法においては、少なくとも２つの基本的な
調整タイプを行うことができる。（１）設定調整、（２）バックグラウンド調整。設定調
整は、通常はシステムの実装または補修後に、ユーザによって開始することができる。設
定調整は、動作パラメータを迅速に最適化した設定にするために、例えば１秒のＦＥＣ線
路誤り性能データ（1-second FEC line error performance data）を用いてもよい。バッ
クグラウンドまたは定期調整は、特定のシステムに対して有効化したり、または無効化し
てもよく、また例えば１５分のＦＥＣ線路誤り件数データに基づき、定期的に実施する、
動作パラメータの自動微調整としてもよい。メインテナンス・プロセッサに、ソフトウェ
ア命令に応答して、両者の調整タイプを実行する責任をもたせてもよい。
【００２４】
本発明に合致するシステムによって実行される、送受信の設定調整操作の例示的な実施例
を図３に示す。当業者であれば、本発明と合致する方法で、ＦＥＣ誤り件数を用いてパラ
メータ最適化を達成するには、様々な方法があることを理解するであろう。したがって図
示した例示的な実施例は、それに限定されるものではない。
【００２５】
図示した例示的な実施例においては、チャンネル毎に、一時に１つのパラメータを調整す
ることができる。動作パラメータは互いに影響を与えるために、すべてのパラメータの調
整は、例えばＮ回、反復して実行される。反復調整の回数Ｎは、システムの構成に応じて
変更してもよく、ユーザが設定してもよい。図に示すように、各パラメータに対して、メ
インテナンス・プロセッサは、例えば工場設定のパラメータなどの、現在のパラメータ設
定を読み取る（３０２）。次いで、そのパラメータに関連するチャネルについてのＦＥＣ
誤り件数（ＥＣ）を取得する（３０４）。誤り件数がゼロの場合は（３０６）、そのチャ
ネルに対するパラメータ調整は終了する（３０８）。そうでない場合には、EC_refおよび
EC_decとして、誤り件数を記憶保存してもよい。
【００２６】
EC_decがEC_ref以下である間に（３１２）、システムはパラメータ設定を１件減らし（３
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１４）、ＦＥＣ　ＥＣを取得し、新規の誤り件数をEC_decに設定する（３１６）。EC_dec
がEC_ref以下でない場合には、ＥＣをEC_incとして記憶保存する（３１６）。EC_incがEC
_ref以下である間に（３１８）、システムはパラメータ設定を１件だけ増加させ（３２０
）、ＦＥＣ　ＥＣを取得し、次いでこの新しい誤り件数をEC_incに設定する（３２２）。
EC_incがEC_ref以下でない場合には、設定を１件だけ減少させて（３２４）、そのパラメ
ータに対する調整は終了する（３２６）。
【００２７】
調整中に各パラメータを増減する量は、パラメータおよびシステム設定に依存することに
なる。パラメータ設定の分解能は、小さなパラメータ調整量だけを用いることによって改
善されるが、このときには、その見返りとして、小さなパラメータ調整量を用いるシステ
ム最適化を達成するために、反復調整の回数が比較的高くなる可能性がある。大きなパラ
メータ調整量を用いることで必要な反復回数を最小化することはできるが、小さな調整と
同等のシステム性能を達成することができない。したがって、各パラメータに対する調整
量は、所与のシステムに対してそのシステムの誤り率要件に基づくと共に、当然ながらそ
の特有のパラメータに関連するハードウェアが許容するパラメータ調整レベルにも基づい
て選択される。
【００２８】
プリエンファシス（pre-emphasis）の設定調整は、送受信動作パラメータの調整とはいく
ぶん異なるが、その理由は、プリエンファシスではすべてのチャネルについて同等の終端
間性能を得るために、各チャネルの他チャネルに対する相対的な信号レベルを調整するこ
とを目的とするためである。したがってプリエンファシス調整においては、単一チャネル
のプリエンファシス調整を考慮するときに、すべてのチャネルに関連する誤り件数が重要
となる。
【００２９】
本発明に合致するシステム最適化を完成するためのプリエンファシスは、様々な方法で達
成することができる。図４Ａ乃至４Ｄは、本発明と合致する例示的なプリエンファシス調
整方法４００を示す流れ図である。図の例示的な実施例において、基本的な前提は「富裕
（rich）」チャネルから信号レベルを「略奪（robbing）」し、「貧困（poor）」チャネ
ルに与えることであるということができる。
【００３０】
図のように、チャネル単位最適化（Ｐer Ｃhannel Ｏptimization：ＰＣＯ）インデック
ス・カウンタを１に設定する。ＰＣＯカウンタは、ループが特定のチャネルに入った回数
を追跡するのに使用できる。ＰＣＯが所定の値、例えば３に達すると、ループは打ち切ら
れる。そのときは、すべてのチャネルに対して、最後の２番目のＦＥＣ誤り件数を取得（
４０４）し、最小誤り件数のチャネルが選択される（４０６）。２つ以上のチャネルが同
じ誤り件数の場合には、同一誤り件数のチャネルのいずれを選択してもよい。
【００３１】
最低のチャネル誤り件数が所定の値Ｘ未満の場合（４０８）には、そのチャネルの減衰を
所定の値、例えば０．５ｄＢだけ増加させ（４１０）、フローはステップ４０４に復帰す
る。所定の値Ｘは、システム要件および構成によって変化する。一例として２．５Ｇｂ／
ｓのシステムでは、Ｘ値は１２とし、これに対して１０Ｇｂ／ｓのシステムではこのＸ値
は４８に設定してもよい。最小チャネル誤り件数がＸ以上の場合には、最大誤り件数のチ
ャネルが選択される（４１２）。ここでも、２つ以上のチャネルが同じ誤り件数を有する
場合には、同一誤り件数のチャネルのいずれか一方を選択することができる。
【００３２】
最大誤り件数が所定の値Ｙ未満の場合（４１４）には、バックオフ・カウンタは０に設定
される。所定のＹ値は、システム要件および構成によって変化させてもよい。一例として
２．５Ｇｂ／ｓシステムにおいては、Ｙ値は４８とし、これに対して１０Ｇｂ／ｓシステ
ムではＹ値は１９２に設定することができる。全チャネルについて、正規化（すなわち２
．５Ｇｂ／ｓの例示システムでは、誤り件数は４倍にされる）された平均誤り件数が、計
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算され記憶される（４１８）。この正規化平均誤り件数は、「基準平均誤り件数（ＥＣＲ

ｅｆ）」と呼ばれる。
【００３３】
次いで全チャネルの減衰を所定の値、例えば０．５ｄＢだけ減少させて、バックオフ・カ
ウンタを０．５だけ増加させる（４２２）。いずれかのチャネル減衰器がその最小値に達
している場合には（４２４）、バックオフ・カウンタを復帰させ（４２６）、調整から抜
ける（４２８）。そうでない場合には、全チャネルについて最後から２番目の前方誤り件
数（ＦＥＣ）を再び取得し（４３０）、次いで全チャネルについて平均誤り件数が計算さ
れる（４３２）。この平均誤り件数が、基準平均誤り件数未満の場合には（４３４）、新
規の基準平均誤り件数を前記平均誤り件数に等しく設定し（４３６）、フローはステップ
４２０に復帰する。そうでない場合には、バックオフを復帰させて（４３８）、調整から
抜ける（４４０）。
【００３４】
最大誤り件数がＹ値を超え（４１４）、かつ全ての誤り件数がＹ値以下の場合には（４４
２）、誤り率最大のチャネルの誤り件数を一時的に基準誤り件数として記憶させる。次い
で、そのチャネルの減衰を、所定量、例えば０．１ｄＢだけ減少させる（４４６）。この
チャネル減衰器が、その最小損失位置にある場合（４４８）には、その他の全チャネルの
減衰を、所定量だけ増加させる（４５０）。次いで、このチャネルに対するＦＥＣ誤り件
数を取得し（４５２）、新規の誤り件数として記憶保存する。この新規の誤り件数が、そ
のチャネルの前回の誤り件数未満である場合には（４５４）、フローはステップ４０４に
復帰する。そうでない場合には、そのチャネルの減衰を所定量、例えば０．２ｄＢだけ増
加させて（４５６）、フローはステップ４０４に復帰する。
【００３５】
すべての誤り件数が所定の値Ｙ以下の場合には（４４２）、チャネル単位最適化（ＰＣＯ
）を、詳細を後述するように実行する（４５８）。チャネル単位最適化の最後に、ＰＣＯ
インデックスが３未満の場合には（４６０）、ＰＣＯは１だけ増分され（４２６）、フロ
ーはステップ４０４に復帰する。そうでない場合には、バックオフ４６４は０に復帰させ
、調整から抜ける（４４６）。
【００３６】
図４Ｄに示した例示的なチャネル単位最適化ステップ４５８の流れ図が、図５Ａ乃至５Ｃ
である。ここでも、当業者であれば、チャネル単位最適化ステップ４５８は様々な方法で
達成可能であることを理解するであろう。すなわち図５Ａ乃至５Ｃで説明する方法は、例
としてのみ示すものである。
【００３７】
図に示すように、ＰＣＯはチャネル番号を０に設定して開始される（５００）。次いでチ
ャネル番号は１だけ増分される（５０２）。チャネル番号がシステムの準備チャネル数を
超える場合（５０４）には、フローはステップ４６０（図４Ｄ）に移り、そのチャネル番
号がシステムで使用されていない場合（５０６）には、フローはステップ５０２に復帰す
る。そうでない場合には、チャネル誤り件数は基準誤り件数として記憶保存され（５０８
）、チャネル減衰を所定量、例えば０．５ｄＢだけ増加させる（５１０）。次いで、新規
チャネル誤り件数が取得される（５１２）。
【００３８】
新規チャネル誤り件数が、基準チャネル誤り件数未満である場合（５１４）には、新規の
チャネル誤り件数が基準チャネル誤り件数として設定され（５１６）、チャネル減衰を所
定量、例えば０．５ｄＢだけ増加させる（５１８）。次いで新規チャネル誤り件数を取得
する。新規チャネル誤り件数が、基準誤り件数未満の場合（５２２）には、フローはステ
ップ５０２に復帰する。
【００３９】
ステップ５１４における新規の誤り件数が、基準誤り件数未満の場合には、チャネル誤り
件数を取得し、基準誤り件数に設定する。チャネル減衰設定は、所定量、例えば－０．５
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ｄＢだけ減少させる。そのチャネルの減衰器が最小損失位置にある場合（５２８）には、
他のすべてのチャネルの減衰を所定量、例えば０．１ｄＢだけ増加させる（５３０）。
【００４０】
次いで、新規のチャネル誤り件数が取得される（５３２）。この新規の誤り件数が基準誤
り件数未満であり、誤り件数が所定量、例えば２．５Ｇｂ／ｓシステムに対して１２、１
０Ｇｂ／ｓシステムに対して４８を超える場合（５３４）には、この新規の誤り件数が基
準誤り件数として設定され（５３６）、フローがステップ５２６に復帰する。そうでない
場合には、フローはステップ５０２に復帰する。
【００４１】
次に、バックグラウンドまたは定期調整に移ると、これらの調整は自動運転のために備え
ることによって、バックグラウンド調整を開始するのにユーザの介入は必要としないよう
にできる。バックグラウンド調整は、プリエンファシスおよび送受信パラメータに対して
定期的な微調整を行い、環境および／または運転状態の変化によるシステム性能の変動を
吸収する。バックグラウンド調整は、例えば１５分ＦＥＣライン誤り性能データを、最適
化された設定に動作パラメータを設定するのに使用してもよい。
【００４２】
バックグラウンド調整は、特定の時間間隔で実行するように構成してもよい。例えば、図
６はブロック・フロー形態で、本発明に合致する例示的な一実施例６００におけるバック
グラウンド調整の実行のタイミングを説明している。図のように、バックグラウンド調整
ソフトウェア命令の制御下に、プロセッサは運転時刻Ｘを確認する（６０２）。送信パラ
メータ調整に対しては、タイミングは次のとおりである。波長６０４を時刻１、９、１７
に調整、ＲＺ係数６０６を時刻２、１０、および１８に調整、位相変調量６０８を時刻３
、１１、および１９に調整、および位相角６１０を時刻４、１２、および２０に調整する
。受信パラメータの調整に対してのタイミングとしては、ＣＤＲサンプリング位相６１２
を時刻５、１３、および２１に調整、制限増幅閾値６１４を時刻６、１４、および２２に
調整、ＣＤＲ判定閾値６１６を時刻７、１５、および２３に調整する。プリエンファシス
定期調整６１８を時刻８、１６、および２４に調整する。
【００４３】
図７は、本発明に合致する、周期送受信パラメータ調整の例示的な一実施例を示す流れ図
である。ここでも当業者であれば、送受信パラメータは本発明と整合性のある様々な方法
で定期的に調整できることを理解するであろう。したがって、図７の例示的な実施例は、
説明のためだけのものであることを理解すべきである。
【００４４】
図のように、定期送受信パラメータ調整の開始において、調整方向を増加方向７０２に設
定し、１５分ＦＥＣ誤り件数基準を０に設定することができる。動作時刻が、特定のパラ
メータの調整のための所定の時刻、例えばｘ、ｙ、ｚに一致すれば（７０４）、パラメー
タが調整される。そうでない場合には、パラメータは調整されない（７０６）。
【００４５】
パラメータが現在時刻で調整するように設定されている場合には、前の１５分間隔の誤り
件数が取得される（７０８）。前の間隔の誤り件数が０の場合（７１０）には、パラメー
タ調整は終了する（７１２）。そうでない場合には、前の間隔の誤り件数が基準誤り件数
未満であり、かつ調整方向が増加方向に設定されている場合（７１４）には、パラメータ
設定は１件増分され、基準誤り件数は、前の間隔の誤り件数に設定される（７１６）。次
いで、パラメータ調整は終了する（７１８）。
【００４６】
前の間隔の誤り件数が基準誤り件数以上であるか、または調整方向が増加方向に設定され
ていない場合（７１４）には、フローはステップ７２０に進む。ステップ７２０において
、前の間隔の誤り件数が基準誤り件数を超え、かつ調整方向が増加方向に設定されている
場合には、パラメータ設定を１件だけ減少させる（７２０）。前の間隔の誤り件数は基準
誤り件数に設定され（７２０）、調整方向は減少方向に設定される（７２２）。次いで、
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パラメータ調整は終了する（７２４）。
【００４７】
前の間隔の誤りが基準誤り件数以下であるか、または調整方向が増加方向に設定されてい
ない場合（７２０）には、フローはステップ７２６に進む。ステップ７２６において、前
の間隔の誤り件数が基準誤り件数を超え、かつ調整方向が減少方向に設定されている場合
には、パラメータ設定は１件だけ増分される（７２８）。前の間隔の誤り件数が基準誤り
件数に設定され（７２８）、調整方向は減少方向に設定される（７３０）。次いで、パラ
メータ調整は終了する（７３２）。
【００４８】
前の間隔の誤り件数が基準誤り件数以下であるか、または調整方向が減少方向に設定され
ていない場合（７２６）には、フローはステップ７３４に進む。ステップ７３４において
、前の間隔の誤り件数が基準誤り件数未満であり、かつ調整方向が減少方向に設定されて
いる場合には、パラメータ設定を１件だけ減少させ（７３６）、前の間隔の誤り件数が基
準誤り件数に設定される（７３６）。次いで、パラメータ調整は終了する（７３８）。
【００４９】
設定調整と同様に、定期のプリエンファシス調整は、備えられたチャネルを横断して信号
レベルを最適化するというプリエンファシスの目標のために、定期の送受信パラメータ調
整とは、いくぶん変化する。図８は、本発明に合致する定期のプリエンファシス調整の例
示的な一実施例８００を説明する流れ図である。当業者であれば、本発明と整合する様々
な方法で定期のプリエンファシス調整が実行可能であることを理解するであろう。したが
って、図８の例示的な実施例は、説明のためにのみ示すものであることを理解すべきであ
る。
【００５０】
図に示すように、定期プリエンファシス調整の開始において、調整方向は増加方向に設定
され（８０２）、１５分ＦＥＣ誤り件数基準は０に設定される。動作時刻が特定パラメー
タの調整のための所定時刻、例えばｘ、ｙ、ｚに一致する場合（８０４、８０６）には、
パラメータが調整される。そうでない場合には、パラメータは調整されない（８０８）。
【００５１】
パラメータが現在時刻で調整されるように設定されている場合には、時刻がその時刻の最
初の１５分間隔である場合（８０４）には、すべてのチャネルについて前の１５分間隔の
終端誤り件数が取得される（８１０）。図示した例示的な実施例においては、最大誤り件
数を有するチャネルのみが調整のために選択される（８１２）。そのチャネルの前の間隔
の誤り件数が０である場合（８１４）には、パラメータ調整は終了する（８１６）。そう
でない場合には、そのチャネルの誤り件数が、基準誤り件数として設定される（８１８）
。チャネル調整方向が増加方向に設定されている場合（８２０）には、チャネルの減衰は
、所定量、例えば０．５ｄＢだけ増加するように設定される（８２２）。そうでない場合
には、チャネルの減衰は、所定量だけ減少するように設定される（８２４）。
【００５２】
パラメータが現在時刻で調整されるように設定され、かつ時刻がその時刻の第２、第３ま
たは第４の１５分間隔の開始時である場合（８０６）には、すべてのチャネルについて前
の１５分間隔の遠端誤り件数が取得され（８２４）、最大誤り件数を有するチャネルのみ
が調整のために選択される（８２６）。前の間隔の誤り件数が基準誤り件数未満であり、
かつ調整方向が増加方向に設定されている場合には（８２８）、減衰は所定量だけ増加さ
れ、基準誤り件数は前の間隔の誤り件数に設定される（８３０）。次いでパラメータ調整
が終了する（８３２）。
【００５３】
前の間隔の誤り件数が、基準誤り件数以上であるか、または調整方向が増加方向に設定さ
れていない場合（８２８）には、フローはステップ８３４に進む。ステップ８３４で、前
の間隔の誤り件数が基準誤り件数を超えて、かつ調整方向が増加方向に設定されている場
合には、減衰は所定量だけ低減される（８３６）。前の間隔の誤り件数が基準誤り件数に
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設定され（８３６）、調整方向は減少方向に設定される（８３８）。次いでパラメータ調
整は終了する（８４０）。
【００５４】
前の間隔の誤り件数が基準誤り件数以下であるか、または調整方向が増加方向に設定され
ていない場合（８３４）には、フローはステップ８４２に進む。ステップ８４２において
、前の間隔の誤り件数が基準誤り件数を超え、かつ調整方向が減少方向に設定されている
場合には、減衰を所定量だけ増加させる（８４４）。前の間隔の誤り件数は基準誤り件数
に設定され（８４４）、調整方向は増加方向に設定される（８４６）。次いでパラメータ
調整は終了する（８４８）。
【００５５】
前の間隔の誤り件数が基準誤り件数以下であるか、または調整方向が減少方向に設定され
ていない場合（８４２）には、フローはステップ８５０に進む。ステップ８５０において
は、前の間隔の誤り件数が基準誤り件数未満であり、かつ調整方向が減少方向に設定され
ている場合には、減衰レベルを０．５ｄＢ減少するように設定し、前の間隔の誤り件数が
基準誤り件数に設定される（８５２）。次いでパラメータ調整は終了する（８５４）。
【００５６】
本発明の実施例について記述した機能は、ハードウェア、ソフトウェアまたはハードウェ
アとソフトウェアの組合せに、公知の信号処理技術を用いて実装することが可能であるこ
とが理解されるであろう。ソフトウェアに実装する場合には、プロセッサと機械読取可能
媒体が必要である。プロセッサは、本発明の実施例が必要とする速度と機能を提供する、
任意の種類のプロセッサでよい。例えばプロセッサは、インテル社製のPentium（登録商
標）ファミリ、またはモトローラ社製のファミリ・プロセッサのプロセスでもよい。機械
読取可能媒体としては、プロセッサで実行可能に適合された命令を記憶保存する能力のあ
る任意の媒体がある。このような媒体の例としては、それに限定されるものではないが、
読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、プログラマブル
ＲＯＭ、消去可能プログラマブルＲＯＭ、電気消去可能プログラマブルＲＯＭ、ダイナミ
ックＲＡＭ、磁気ディスク（例えばフロッピー・ディスク、ハード・ドライブ）、光ディ
スク（例えばＣＤ－ＲＯＭ）、その他のデジタル情報を記憶可能な任意のデバイスがある
。一実施例では、命令は、圧縮および／または暗号化された形式で媒体上に記憶される。
【００５７】
本明細書で用いたように、「プロセッサで実行するように適合された」という表現は、プ
ロセッサで実行する以前にインストーラによってコンパイルまたはインストールする必要
のある命令や、圧縮および／または暗号化された形式で記憶された命令を包含することを
意味するものである。さらに、プロセッサおよび機械読取り可能媒体は、様々なＩ／Ｏコ
ントローラを介して、コンピュータ・プログラム命令とデータの組合せを記憶することの
できるプロセッサによってアクセスのできる、様々な組合せの機械読取り可能記憶装置を
含むより大規模なシステムの一部であってもよい。最後に、別の例においては、実施例は
通信ネットワークにおいて記載されている。しかしながら、通信ネットワークでは、無数
の方法で構成された、無数のネットワーク・デバイスが利用可能である。本明細書に記載
する通信ネットワークは、例としてのみ用いるものであり、本発明の範囲を限定するもの
ではない。
【００５８】
したがって本明細書に記載した実施例は、本発明を利用する数例でしかなく、説明のため
に記載するものであり、それに限定されるものではない。また当業者には自明の、他の多
くの実施例が、本発明の趣旨と範囲を実質的に逸脱することなく実現できることは明らか
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を実施するのに適した例示的なＷＤＭシステムを示す図である
。
【図２】本発明と整合する例示的な方法の流れ図である。
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【図３】本発明と一致する送受信パラメータの設定調整を実施する例示的な一方法を示す
流れ図である。
【図４Ａ】本発明と一致するプリエンファシス設定調整の例示的な一実施方法を示す流れ
図である。
【図４Ｂ】本発明と一致するプリエンファシス設定調整の例示的な一実施方法を示す流れ
図である。
【図４Ｃ】本発明と一致するプリエンファシス設定調整の例示的な一実施方法を示す流れ
図である。
【図４Ｄ】本発明と一致するプリエンファシス設定調整の例示的な一実施方法を示す流れ
図である。
【図５Ａ】本発明に一致するプリエンファシス設定調整の一実施方法における、チャネル
単位最適化を実行する例示的な一方法を示す流れ図である。
【図５Ｂ】本発明に一致するプリエンファシス設定調整の一実施方法における、チャネル
単位最適化を実行する例示的な一方法を示す流れ図である。
【図５Ｃ】本発明に一致するプリエンファシス設定調整の一実施方法における、チャネル
単位最適化を実行する例示的な一方法を示す流れ図である。
【図６】本発明と一致するバックグラウンド調整を実行する例示的な一方法を示す流れ図
である。
【図７】本発明と一致する送受信パラメータを実行する例示的な一方法を示す流れ図であ
る。
【図８Ａ】本発明と一致するバックグラウンド・プリエンファシス調整を実行する例示的
な一方法を示す流れ図である。
【図８Ｂ】本発明と一致するバックグラウンド・プリエンファシス調整を実行する例示的
な一方法を示す流れ図である。
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図５Ｂ】 【図５Ｃ】
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【図６】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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